
 

 

加古川市では、運営や地域課題の 

解決に取り組まれる地域コミュニティ

団体（町内会・自治会）に対し、 

「町内会・自治会アドバイザー」を 

派遣し、自主的・主体的な 

まちづくり活動を支援します。 

こ ん な こ と あ り ま せ ん か  

・役員の担い手不足にどう対応していったらいいか。 

・町内会の会報誌をもっと見やすくしたいけど、どんな工夫したらいいのか。 

・町内会の youtubeやホームページを作成したいけど、やり方がわからない。 

・町内会運営に ICTを活用したい！ 

・もしもの時、町内会としてどのような備えができるか知りたい。 

・町内会運営について業務のスリム化をしたい。 

・地域を盛り上げたい！人が集まる仕掛けや工夫を知りたい。 

※以上は一例であり、相談内容に応じてアドバイザーを派遣しますので、対応できない場合があります。 

対象 加古川市町内会連合会を構成する町内会長・自治会長が率いる町内会・自治会 

まずはお問い合わせください ℡ 079-427-9195 

町内会・自治会等が開催する会議や 

研修会等に出向き、それぞれの専門

分野から助言や事例紹介などを行い、

地域の活性化や課題解決に向けた支

援を行います！ 
 

ぜひご活用 
ください！ 

 

・アドバイザーへの謝金を市が負担します。（謝金以外の経費は申請団体の負担となります） 

・アドバイザーの派遣は、１年度内に３回、１回当たり２時間程度を目安としています。 

・会場は加古川市内とします。（会場の手配などは申請団体でご準備ください） 

派 遣 に つ い て 

加古川市 市民活動推進課  加古川町篠原町 21-8 カピル 21ビル 5階 
問合先 

派遣の 

流 れ 
団体から市に

相談 

市が相談内容

にあったアドバ

イザーを決定 

団体と市で 

日時や場所を

調整 

団体が市に 

派遣申請書を

提出 

市が団体に

派遣決定通

知書を送付 

団体が研修会等

の実施後実績報

告書を市に提出 


